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午前 10時58分開会

0議長(石坂勝雄君) これより昭和 58年第5回日野市議会臨時会を開会し、直ちに本

日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員 29名であります。

次に日程第 1、会議録署名議員の指名の件については、会議規則第 70条の規定により、議長

において

2 5番大柄 保君

2 6番 秦 正一君

を指名いたします。

次に日程第 2、会期の決定の件を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇〕

0議会運営委員長(奥住芳雄君) 議会運営委員会の報告をいたします。

先刻昭和 58年第 5回臨時会の日程につきまして議会運営委員会を開催し、協議をいたしまし

た結果、会期は本日 1日と決定をいたしました。よろしくお願いをいたします。

0議長(石坂勝雄君) ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、会期を決定するに御

異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よ って会期は本日 1日と決定いたし

ました。

これより議案第 87号、日野市民会館(仮称)建築工事請負契約の締結、議案第 88号、日野

市民会館 (仮称)電気設備工事請負契約の締結、議案第 89号、日野市民会館(仮称)給排水衛

生、空気調和設備工事請負契約の締結、議案第 90号、日野市民会館(仮称)舞台設備工事請負

契約の締結の件を一括議題といたしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕
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0市長(森田喜美男君) 本日は議員皆さんには御多忙の中、即時議会をお願いをする

次第でござし、ます。何とぞよろしくお願いをいたします。

ただいま上程されました議案第 87号、 88号、 89号、 90号、以上の 4件につきまして、

提案の理由を説明させていただきます。

議案第 87号は、日野市民会館(仮称)建築工事請負契約を締結するもので、地方自治法第96

条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2

条の規定によって提案するものであります。

入札の結果、 1 3億 800万円で大林・村本建設共同企業体が落札し、たしました。

議案第 88号は、同じく日野市民会館(仮称)電気設備工事請負契約を締結するものでありま

す。前議案と同様の理由により議会の議決に付すべき契約として提案をするものであります。

入札の結果、落札者がないため、最低価格者である中国電気工事株式会社と随意交渉により 2

億 7，70 0万円で見積もりを得たものであります。

議案第 89号は、同じく市民会館(仮称)給排水衛生、空気調和設備工事請負契約を締結する

ものであります。前 2議案と同様の理由をもって提案を行うものであります。

入札の結果、 5億 5，30 0万円で富士電機総設株式会社が落札し、たしました。

議案第 90号は、同じく日野市民会館(仮称)の舞台設備工事請負契約を締結するものであり

ます。前議案と同様の理由によって議会の議決をお願いするものであります。

入札の結果、 2億 6，980万円で森平舞台機構株式会社が落札し、たしました。

以上 4件の議案につきまして、詳細を担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほ

どお願L、し、たします。

0議長(石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) それでは 4議案、 )1債を追いまして内容説明を申し上げたい

と思います。

まず議案第 87号でございます。工事件名といたしましては日野市民会館(仮称)建築工事で

ございます。

議案書から 3枚目でござし、ますけれども、ここに工事概要がございます。構造といたしまして

は鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造でございます。階数にいたし

ましては地下 1階、地上 4階。客席数は大ホール 1，10 4席、小ホール 208席、移動し、すでご
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ざいますD それから建築面積といたしましては 3，15 9.1 6 9平米。床面積が 7，2 1 4.3 6 3平

米でございます。

以下、平面図等が添付してございますので、特に建築関係がございますし 2、 3階につきま

して内容を御説明申し上げたし、と思います。

まず 1枚目が配置図でございます。それから 2枚目が地階平面図でございます。管理関係の各

室を施工する予定でございます。

それから 1階平面図でございますが、ここに、この内容を申し上げますと、舞台につきまして

は約 390平米の舞台でございます。それから客席でございますけれども、一般客席が 696席、

それから身障者用といたしまして 6席、それから母子専用席、これが 4席でございます。 トータ

ルで 706席でございます。そのほかに下段の方に練習室と書いてございますけれども、 2室。

これは完全防音の練習室でございます。それから上段の方には楽屋等が 2室。そのほか管理関係

の室をセットしてございます。

それから次の 2階平面図でございますけれども、 2階は一般客席が 228席でございます。そ

れから下段の方に小ホール客席、舞台がございますけれども、小ホールの面積といたしまして約

1 5 0平米。舞台が 10 0平米でございます。これは移動席で 208席確保できる小ホールの客

席でございます。そのほかに展示室が 2室、それからリハーサル室兼楽屋を含めまして、楽屋が

3つの部屋に配置してございます。

それから次の 3階の平面図でございますけれども、 一般客席が 170席でございます。それか

ら集会室といたしまして和室の集会室が 1室、それから会議室が 3室、このよ うなものを施工す

る予定でございます。

それでは議案書に戻っていただきます。契約金額といたしましては 13億 800万円でござい

ます。契約の方法でございますけれども、これは指名競争入札。施工業者の指名につき ましては

9月 20日、指名業者選定委員会を聞きまして受注機会の増大を図るため 2業者が共同で工事を

請け負う 能力増強型の共同企業体方式を採用したわけで、ご、さ.います。 24業者を選定いたしまし

て12の共同企業体を任意に組ませまして 10月の 12日競争入札を執行したところでございま

す。

次の議案書の次に入札調書がございますよ うに大林・村本建設共同企業体が最低価格で落札し

ております。
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それから工期でごさいますけれども、契約の翌日から昭和 60年 3月 31日まで 2カ年の継続

工事でございます。それから 5の契約の相手方でございますが、大阪府大阪市東区京橋三丁目 37

番地 大林・村本建設共同企業体構成員(代表者) 大阪府大阪市東区京橋三丁目 37番地

株式会社大林組代表取締役岡田正構成員奈良県北葛城郡広陵町大字安部 547番地

村本建設株式会社代表取締役村本豊嗣でございます。以上で議案第 87号の説明を終わらせ

ていただきます。

次に議案第 88号でございます。工事件名といたしましては日野市民会館(仮称)電気設備工

事でございます。

議案書の 4枚目でございますけれども、工事概要がございます。 13項目にわたります電気設

備を施工するわけでございます。受変電設備、自家用発電設備、それから電灯設備、次の 13番

まで、にわたります各設備工事を実施するわけでございます。特に 9番目につきましては集中管理

方式のテレビ等の設置も行う予定でございます。

それから契約金額でございますけれども、 2億 7，70 0万。契約の方法といたしましては随意

契約。これにつきましては、施工業者の選定につきましては 9月 20日、指名業者選定委員会を

開催し、 1 5の指名業者を選定したわけで、ごさ.います。 10月7日、競争入札を別紙入札調書の

とおり 3固執行したわけで、ござし、ますが、落札者がござし、ませんので入札を打ち切りまして最低

価格者であります中国電気工事株式会社と随意交渉をしたところ、予定価格以内の見積もりが得

られた、こういうことでございます。それから 4といたしましては工期、契約の翌日から昭和60

年 3月31日まで 2カ年の継続工事でございます。それから 5の契約の相手方、広島県広島市西

区上天満町 1番 5号 中国電気工事株式会社代表取締役矢田員俊也。以上で議案第 88号の

説明を終わらせていただきます。

次に議案第 89号でございますロ工事件名といたしましては 日野市民会館(仮称)給排水衛

生、空気調和設備工事でございます。

議案書の 3枚目以降に工事概要がございます。工事の内容といたしましては給排水衛生設備工

事。この中で特に申し上げたいのは(イ)の中水道設備工事でございます。既設汚水処理施設で浄化

された水を大・小便器用洗浄水として再利用する、こういうような設備でございます。それから、

まことに申しわけございませんけど、工の衛生器具設備工事でございますけれども、この最下段

に， 1階に身障者用便器を設置する」ここに、こう書いてございますけれども、 1階、 2階にも
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設置するわけでございますので、 1階の聞に 2と入れていただければ幸L、かと思います。よろし

くお願い申し上げます。それからカのスプリンクラー設備工事でございますけれども、これは一

番下段にございます「ドレンチャー設備を設置する」これは小ホールの関係で客席と舞台の聞に

水の膜をつくりまして、いわゆる防火シャッターとし、う方式にかえるものでございますD 大ホー

ルにつきましてはシャッタ一方式を採用しております。

それから次のページでございますけれども、空気調和設備につきましては 6項目にわたります

空気の調和設備工事を施工するものでございます。以上で議案 89号についての内容説明を終わ

らせていただきます。

次に議案第 90号でございます。工事件名といたしましては日野市民会館(仮称)舞台設備工

事でございます。

議案書の 3枚目でございますけれども、工事概要がございます。まず舞台機構設備工事でござ

います。これは大・小ホールにおける講演、式典等の舞台を設置と、それから 2番目といたしま

して舞台照明設備。これは大・小ホールのための式典、講演、演劇等の舞台演出照明を施工する

ものでござし、ます。

それから次のページでございますが、舞台音響設備。これにつきましても大・小ホールにおけ

る講演、式典等の拡声、演劇の効果等のために設備を行うものでございます。

それでは議案書に戻っていただきまして、契約の金額でございますけれども、 2億6，980万円。

それから契約の方法、指名競争入札でございます。施工業者の選定につきましては 9月 20日、

指名業者選定委員会を開催し、 8つの業者を指名し、 10月 7日、競争入札を執行したところ、

別紙にございます入札調書のとおり森平舞台機構株式会社が落札をしております。それから 4番

目といたしまして工期でございますけれども、契約の翌日から昭和 60年 3月 31日まで、これ

も2カ年の継続工事でございます。それから契約の相手方でございますけれども、東京都台東区

花川戸二丁目 11番 2号森平舞台機構株式会社代表取締役森啓でございます。

以上で議案の詳細につきまして御説明を申し上げました。よろしく御審議をいただきたし、と思

います。

0議長(石坂勝雄君)

08番(馬場弘融君)

これより質疑に入ります。馬場弘融君。

2点質問をいたします。

1点目は、この分離発注という形は実は私は初めて見たんで、すけれども、多分、超大型の工事
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であるということで分離発注にしたので、はなし、かと思うわけでありますが、たとえば将来のお話

として分離発注とし、う形を、いわゆる大型の工事だけではなくて、もう少し格の小さなものにつ

いてもとっていくというふうなお考えがあってのことなのか、それとも、この分離発注という形

はあくまでも今回のような大型工事だけのことであるのかどうか。それをまず第 1点としてお伺

いをしたいと思います。

それから第 2点として建設-建築工事ですか、建築工事の指名入札業者ですけれども、 6番

目にフジターフジタ工業ですか、が入っているわけですね。で、これが指名入札 一 入札がさ

れたのが 10月の 12日にされたというふうな説明がございました。実は 10月の 12日の、こ

れは読売新聞ですが、 フジタ工業の支庖の幹部が横浜 一 横浜じゃないですね、神奈川県座同市

ですね、座間市の市立図書館の建設をめぐる汚職事件で 11日に逮捕されたと し、う記事が載って

いるわけですね。ですから 12日の朝、これ、皆さん知っているわけですよ。で、こ ういったこ

とがあったフジタ工業とい うものを選定委員会で選定をされてその まま入札の業者の中に残して

おいた、それでいいのかどうか。つまり、こ ういった逮捕とか、そ うし、う事態が起こ った場合に

は、その業者はこの指名業者の中から外すべきではないか。入札業者の中から外すべきではない

かと私は考えるんですけれども、これについてはどのよ うな判断をしておられるか。

以上 2点についてお伺いをしたし、と思います。

0議長(石坂勝雄君) 答弁、総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 共同企業体方式の件につきま してですが、これにつきま し

ては一つの(r分離発注」と呼ぶ者あり)分離発注でございますね。これにつきま しては一応分

離発注とし、う基本的な考えは変わりないわけでございますけれども、 そのケースケ ースにより ま

して非常に工期等の点も勘案の中でこれからも慎重に検討 していかなき ゃいけない問題だと思い

ます。

それからフジタ工業につきましては確かに 10月の 12日に新聞報道されたわけでございます。

これらにつきましては 9月 20日に私どもの方で指名業者を選定したわけで、ございますので、い

わゆる、その指名後につきましては会社の方から自発的にこういうことで辞退という申し出がな

い限り、私の方ではとやかく言えない立場であるわけでございますし、また、この点につき まし

て 12日の朝刊に載ったと、こ ういうことの中では非常にこの会社につきましては大きい、 こう

いう形の中で恐らく連絡が取れなかったんではないか、こ ういうような判断を私どもではしてお

ります。以上です。

0議長(石坂勝雄君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 第 1点の方、ちょっとお答えが十分でないですね。とい うのは、

私、従来から、よしこうしみ契約案件のときにはお話をしているんですが、たとえ、かなりの

大型工事であっても、なるべくなら地元の業者を使えるようなことを考えるべきではなし、かとい

うことなんですよo で、これまで、たとえばこの 6月でしたか、議案として出てまいりました仲

田小学校なんかの場合ですね、かなりの額の金額になる、かなりの額になるから、これは地元の

業者を入れることはできないんだ、ジョイントはできなかったんだというようなお話をたしか助

役から受けたと思うんですね。で、そういうのを土台にしますと、こういった分離発注という形

がああいった金額の工事で、あってもとられるならば十分に地元の業者も入れるわけですね。そこ

で、そういった考え方をこれからの工事についても、こ ういった超大型の工事で、なくてもとられ

ていくのかど うかとし、う、そ うしみ 今後の意向ですね、そ ういうようなことを聞きたいとい うこ

とでございます。

O議 長 (石坂勝雄君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 分離発注の件でございます、第 1点は。これにつきましては今度

の市民会館とし、し、ますのは非常に技術的にも高いものを要求される物質でございます。端的に申

し上げますとドーム建設とい うふうなことでございますので、総務部長がさ っき申し上げました

ようになるべく市内というふうな考え方は基本的に持っているわけでございますけれども、 要す

るに能力増強型の、要するに共同企業体方式をと った。それから分離発注の件でございますけれ

ども、 市民会館におきましても分離発注ということで技術的に、それから工事規模も大きいわけ

でございますので、それぞれ専門の分離発注、こ ういうふうに 4部門に分けたわけで、ございます。

今後の考え方としましては、やはり、おっしゃるよ うな、要するに専門部門と いう ことも ござ

いますけれども、先々の要するに当面の問題としま しては下水道の問題等もあるわけでございま

す。これにつきましては工区の分け方と いうふうな もの等も考えていきますと、それから市内業

者の、要するに育成とい うふう な面につきましては下水道についてはまだまだ育成する余地が十

分あるわけでございます。これらにつきましては専門的な部門と しての分け方があるとか、ある

いは工区的な設定で分けていくとかとい うふうな方法等がとられますので、われわれも発注につ

きましては基本的にはやはり市内業者の育成をしていきたし、とい うことを大きな願いにしており
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ますので、おっしゃるような形での分離発注ということは今後も考えていくということでござい

ます。

それからフジタ工業でございます。今度の指名につきましては相当詳細にいろいろな欠格的な、

要するに資格を欠く要件というふうな、脱税の問題だとか、あるいは過去における人事、要する

に人身事故だとか、信用にかかわる問題とか、非常に精査したわけで、ございますけれども、 9月

の 20日前に東京都と打ち合わせましてわれわれの方でリストに挙げました業者については精査

してきたものでございますので指名停止を食らってる業者はいないとし、う確認のもとに指名委員

会に入ったわけで、ございますけれども、御指摘はその後の 10月の 11日と 10月の 14日にフ

ジタ工業 2名の逮捕者を出しているわけですね。営業部長と工事部長と。それで 12日の日に入

札をしておるわけでございます。これにつきましては、おっしゃるよ うな形での十分なる配慮、を

やはりする必要がある。ジョイントを組んでおりますので、総務部長のよ うな一概な処置はでき

ないわけでございますけれども、厳重な注意とか何かすべきであるとい うように考えておるわけ

でございます。スタートした途中で、ございますので総務部長の言ったよ うな一概な処i置はとれな

いわけでございますけれども、やはり注意等をしてし、く、要するに処置を講ずるべきだ、こ うい

うように考えておるわけでございますけれども、逮捕という中で指名以前ですとたとえ疑いであ

っても処置がとれるわけでございますけれども、その後、逮捕は逮捕でございますけれども、一

つの犯罪としてまだ確定されたものじゃございませんので、おっしゃるよ うな線に沿えば、要す

るに 10月の 12日掛皆ではやはり厳重な注意をしてし、くべきじゃなし、かとし、うように考えてお

るわけでございますD 御注意は今後の入札の中に周到に生かしていきたし、と思います。

0議長(石坂勝雄君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 第 1点については大体わかりましたけれども、ぜひ今後地元の業

者を育て上げるとし、う意味合いも含めて、こ ういったジョイントだとか分離発注とい うような形

をなるたけ幅広く採用してほしいとい うふうに考えます。

第 2点ですが、フジタ工業の問題ですが、どうもよくわからなし、。つまり、この指名が行われ

た、入札が行われた段階で、はもうちゃんと逮捕とし、う事態が皆わかってたわけですね。というこ

とは、その段階でできるならば辞退をしてくれませんかというふうなことを内々にお話をして、

ここから消すというとおかしいですけれども、それが本来の筋ではなし、かと思うんですね。で、

いまのお話ですと、これからはそういうふうなことをやりましょうというふうな感じは見受けら
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れるんですが、今度の事件についてこのフジタ工業に対して、どうしなさいとか、こういうこと

があったけれども、どうなんだというふうなことをやられた形跡や何か余り感じられないんです

けれども、実際に、そういった注意とか、これはどうなんだというふうな詰問とし、し、ますか、そ

ういうものが行われたんで、すか。どうでしょう。

O議長(石坂勝雄君) 総務部長。

。総務部長(伊藤正吉君) お答えします。

一応、多摩地区の営業所長が 12日の午後、私の方に不始末をわび、た電話が入っております。

それで私の方は管財課長が 13日の朝呼びましていろいろ内容を聞いたわけでございますけれど

も、その事態がはっきりした段階で、詳細な御報告を申し上げる、こういうことになっております。

そういうことですから、これからもその点を踏まえまして厳重に調査をしてみたい、かように考

えております。ul:でござし、ます。

0議長(石坂勝雄君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) こうし、う贈賄ですね、贈賄ということが逮捕としみ事態で発覚を

したとすれば常識的に考えて、普通の企業であれば、これ、入札の業者から辞退をしましょうと

いうふうな形をとるのが普通ではないかと思うんですね。で、もし、それをしなければ辞退をさ

れた方がいいんじゃないですかというふうな市側の指導とし、し、ますか、そういうものがあって当

然ではないかというように私は感じるんです。そういう点も含めて、もし今後こ ういうような場

合に前も っての選定委員会でもう決められたことだから何があっても仕方がないんだとい うふう

なとらえ方であってはいけないと思うんですけれども、その辺を踏まえて再度お答えをいただき

たし、というふうに思います。

0議長(石坂勝雄君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

御趣旨のとおりだと思います。それで、やはり入札以前の段階で

やはりはっきりした、今回、入札に遺憾ながら参加しているわけでございますけれども、結果的

には落札に至らなかったということではございますけれども、そうし、う、要するに馬場議自 さん

の御指摘につきましては十分今後の対応として、 11日ですか、はっきりしましたのが 12日の

読売新聞に出ているわけでございますけれども、われわれの方としてはその段階で初めて公に知

り得た、あるいはフジタ工業の方から不始末をわびる電話があった、その段階でやはりはっきり

すべきであ ったというふうに考えております。その聞の実際の取り扱いとしてわれわれの方でも
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調べることもございますけれども、入札以前一指名はしておりましても入札に至らない段階で

そうしみ不祥事、疑われるべきものがあったということについてはやはり市としてもはっきりし

た対応、をすべきだというふうに考えておるわけでございます。

0議長(石坂勝雄君) 馬場弘融君。

08番( 馬 場 弘 融君) ともかく落札をしなかったからし、し、んだということではないと思

うんですね。この選ばれた 12の共同企業体ですけれども、 対等な資格を持っているわけですよυ

どこがと ってもおかしくなし、。その中に少なくとも当日の朝の新聞でこう しづ 問題があったとい

うふうな業者が入っていること自体が非常にこれは不自然であるし、 市民の疑惑を招くと思います。

ですから今後はぜひこう いったことがないよ うに厳しい対応をしていただきたし、ということを

要望申し上げます。以上です。

O議長(石坂勝雄君) 谷 長一君。

05番 ( 谷 長一君) 実は、この地元業者の育成ということは再三にわたって言われて

いるオオ?です。そこで、お尋ねするわけですけれどもJ、わゆる設計書を見ましでも、これはわから

ないわけですけれども、この設計段階におきましていろいろの仕様ですね、 仕様段階で指定が行わ

れるわけですね。そうしますと、この仕様書を見ますとそのときにすでにどのよ うなものを使え

というような表示がなされているわけなんです。そこで、やはり地元業者を育股するというその

基本的な考えは市長も持っていらっしゃるわけですから、その設計段階においての、やはり、こ

の地元業者育成というのを脳裏に撞いてやはり設計事務所を指導しなきゃならないん じゃなし、か

と思うんですけれども、そこいらの点についてどのよ うな地元業者育成と し、う観点に立つての指

導がなされているかど うかをお伺し巾、たします。

0議長 (石坂勝雄君 ) 建設部長。

0建設 部長 (中 村亮 助君 ) それではお答え申 し上げます。

確かに、いま御質問がございま したように、いわゆる電気関係あるいは給排水関係の機器の指

定ということにつきま しては設計段階からの問題もあるわけですけれども、 まず、やはり、どの

メーカ ーを指定するかとい うことは機能の安定確保とい うことをまず目的に考えなければならな

いんじゃなし、かとい うことで一応対処をしたわけで‘ございます。つまり取りつけた機器の性能が

持続され、そして、 その効果が発揮できる とい うふうな、いま申し上げたような性能の安定確保、

これをまず目的として考えていたわけで、ございます。

そしてメーカーの指定の手法といたしましては東京都のメーカーリストがございます。これを

準用いたしました。そして地元業者の育成というふうなことも十分考慮に入れながら市内メーカ

ーも考慮をいたしております。地場産業の活用という点からもできるだけの配慮、をしたつもりで

ございます。また詳細等につきましては総務委員会でお尋ねがあればお答えを申し上げていきた

いというふうに考えておりますので御理解いただきたし、と思います。

0議長(石坂勝雄君) 谷長一君。

05番(谷 長 一君) 私も総務委員でありますので、また総務委員会で詳細については

お尋ねいたします。

O議長 (石 坂勝雄君) 高橋通夫君。

030番(高橋通夫君 ) 入札業者の件でございますが、業者を指名するときは年度の当

初か何かに指名業者の参加願というのがあるんじゃなし、かと思うんですけれど、そ ういうのがあ

って、それで、その業者の中からこの工事に対して、 どの業者が適当であるかとい うこ とをピ ッ

クア ップするんじゃなし、かと思うんですが、この電気工事を請け負った ー落札したこの中国電気工

株式会社と いうのは広島なんだけれど、そ ういうふうに早くから指名参加願があったのかど う

か、後日、こちらでそういうのを指名してやったのかど うか、その点と、それから、本日、図面

が配られたんだけれど、しかし、 この市民会館の前面、側面、それから背面ですね、そう した図

面がないのはどう し、うわけか。やはり、 こう し、う工事にはそれがなければ説明ができないん じゃ

ないかと思う んだけれど、それから次に、 大工事ですから基礎工事が一番肝心じゃなし、かと思う

んだけれど、そう したポー リング等について詳しい説明を願いたいと思う んですが、何メ ータ ー

ぐらい招り下げてパイルはどのくらいのを、 何本ぐらい打つか、そう いうこ とですね。

それから、いろいろ市民から要望等聞いたということになっているんだけれど、そう し、う点が

どのくらいこの設計の中に取り入れられてあるかどうか。

それから、この設計は岡設計でやったこ とになっているけれど、今後の工事の上においての函

際の監督ですね、そう いうのはどこが責任を持ってやるかどうか。

それから外観から見て市庁舎はこう いうふう な化粧れんがでやってあるんだけれど、そうした

色はどう いうことを選んでるかどうか口

それから屋根の何がちょ っと出ているんだけれど、ただ上から見ただけではわからないですね、

どんなふ うであるか。そう し、う詳細な、できれば図面を提出してもらいたし、と思うんだけれど、

suτ 
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そうし、う説明ですね.

それから音響効果のことですが、前につくられた七生公会堂、あれは余りよくないということ

が大ぜし、から言われているんだけれど、今回のこの設計についてそういうことについてさらに研

究して取り入れられたかどうか.

それから次に、あそこは埋蔵文化財はどういうことになっているか。そうしたことをやる場合

において工期等の関係はどういうことになるか。

それから、この図面で見ると売庖とか軽食堂をつくることになっているけれど、そうし、う業者

の選定は今後どういうふうにするか。

それから、この工事は本体工事、電気あるいは給排水あるいは舞台装置等を入れると 24億余

になるわけだけれど、こうした予算上のこの財源の内訳はどういうことになっているか。そうい

う点について御説明願いたし、。以上。

0議長(石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 指名の関係でございますけれども、毎年度、日野市の発注

を工事を希望する場合には指名参加願というのを市の方の管財課に提出してあるわけでございま

す。で、この中国電気につきましてもそうし、う手続で指名参加願が出ております。そういうこと

でこの指名に入った、こういうことで御理解していただきたし、と思います。以上です。

0議長(石坂勝雄君) 建築課長。

0建築課長(前田雅夫君) 図面の姿図の件でございますけれども、いま御指摘のよう

にお配りをすればよかったんで、すけれども、平面図で御審議いただければし、し、んじゃなし、かとい

うことで準備をしなかったんでございます。( Iとんでもなし、Jと呼ぶ者あり)ちょっと焼き増

しに時間がかかりますので後日配付をいたします。よろしくお願し、し、たします。

それから 3番目のボーリングの成績でございますけれども、ちょっと席に戻ればありますけれ

ども、手元にございませんので、これも後刻報告をいたします。委員会で説明をいたします。

( I委員会で説明なんて要らないよ、そんなことは。総務委員会で諮ることじゃないよ、そんな

ことは」と呼ぶ者あり)

それから工事の監督でございますけれども、これは、これから監督の業者に委託をする予定で

ございます。

次が外観の色でございますけれども、この庁舎のれんがと同じような材料、色彩でし、く予定で
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ございます。

次が屋根の構造ですけれども、これは普通の鉄骨なり鉄筋のコンクリートの建物の屋根を想像

していただければ結構でござし、ます。普通の荷重がかかる所には防水をし、その上にコンクリー

トを流したり、あるいはホールの上などは当然柱がないわけでございますから、できるだけ軽く

するような施工方法をとっていくということでございます。

それから音響効果の問題でございますけれども、これは本当にむずかしい問題でございます。

ホールとし巾、ましでも、たとえば音楽、演劇、講演一一 3つが大きくあるわけでございますけ

れども、みんなそれぞれ特徴がございまして、音楽なら音楽にし、し、ようないわゆるホールの構造、

音響効果を図るわけでございます。こうし、う今回日野市がつくるような市民会館というのは多目

的なホールでございますので、ですから、たとえば講演によければ演劇に悪いとか音楽に悪いと

か、音楽によければ講演に悪いとか、そうし、う状況がどうしても出るわけでございますので、で

きるだけその 3つに対応できるような努力はしております。

それから埋蔵文化財の件でございますけれども、これはすでに調査が完了してございます。

それからあと市民要望でありますとか、売店、食堂の問題、それから建設費の財源内訳につき

ましては企画財政部長の方からお答えがあると思います。

0議長(石坂勝雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(生野 清君) 売庖等の問題でございます。これは、いわゆる市民会

館の運営にかかわる分だと思います。どの業者を入れるかというようなことは今後の事業内容、

いわゆる経営内容、売庖の規模等が確定次第業者選定をしたし、というふうに考えております。そ

れは恐らくの場合やはり一つの入札あるいは委託とし、う形が考えられると思います。

それから 10点目の予算上の財源の問題でございます。ここにつきましては補助金といたしま

しては国の補助金が 8，500万、都の補助金が 5，0 0 0万。総事業費は一応現在のところ 25億

8，900万ほどでござし、ますが、その中で、いまーーただいま申し上げました国・都の補助金

がそれだけでございます。あとは 58年度当初予算におきまして御審議いただきまして 21億

1，573万 9.0 0 0円が債務負担行為で決定させていただいております。 そして地方債として

5 8年度分としてはただいまのところ 1億 9，880万が限度額として御承認いただいているわけ

でございます。今後、工事の進行と同時に、あるいは起債につきましては起債申請の段階で一般

財源との繰り入れ、あるいは繰り出し等考えていきたい、このように考えております。以上でご
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ざいます。

O議長(石坂勝雄君) 高橋通夫君。

030番(高橋通夫君) まだ基礎工事については回答がないと思うんですが・

0議長(石坂勝雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(生野 清君) 失礼いたしました。

市民要望と、いわゆる市民会館の設計結果についてでございますが、市民要望がどのように生

かされたかということにつきましては、第 1点目、席数等の問題につきましてはいろいろ御要望

ござし、ました。それもやはり市民の方々と御相談の上、現在の席数に決めさせていただいており

ます。それから小ホールの設置につきましても市民要望の形の中でそれを受け入れるという形の

中で設計の上に当てはめてござし、ます。そのほか茶室等あるいはけいこ室ですか、そのような、

あるいは小会議室、それらの点につきましでも皆さんの 一一 市民の皆さんの御要望を聞きなが

ら設計の中に組み込んだとし、う、そうし、う形でございます。以上でございます。

0議長(石坂勝雄君) 建築課長。

0建築課長(前田雅夫君) 基礎工事の内容につきましては地質調査の成績に基づきま

してくいの数とか深さを定めまして騒音、震動が余り出ないような工法を用いる予定でございま

す。

0議長(石坂勝雄君) 高橋通夫君。

030番(高橋通夫君) いまの課長の答えは、これからするというんだけれど、すで

にボーリング等はやってあるんだから何メーター掘って、それで、だからパイルを何本打つと

か、そういうことはまだ決まってないんですか、これから、決まってなくて予算化なり工事の入

札なんかできると思うかね。すでにそういうことがわかっているんじゃないんですか、そ ういう

点はどうですか。

そうしたり、なお鉄筋コンクリートなわけだから、その鉄筋はどういうのをいろいろな種類を

使うのか、それから鉄筋は何トンぐらいになるか、あるいはセメントは何トンぐらいになるか、

そうし、う概数をひとつ教えてもらし、たし、と思います。

。議長(石坂勝雄君) 建築課長。

0建築課長(前田雅夫君) 当然のことながら設計をいたしまして入札をし業者を定め、

本日の承認を求めているわけでございますので、地質調査を行いその地質調査に基づいてどうい
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う施工をするかというのはもちろん決めてあるわけでございます。ですから、それ以上の詳細を

ここで説明しろと言いましても資料を持ち合わせませんので後刻にお願いしたし、ということでご

ざいます。

0議長(石坂勝雄君) 高橋通夫君。

030番(高橋通夫君) 先ほどの説明で、は地質調査をやったんで、それに合わせてや

りたいということだったからーーやりたし、と言うんじゃもうすでに計画ができて、こうして、

こうやるんだということがはっきり返答ができるわけだと思ったから、これからやるだろう、や

りたし、というようなお話だったから、それはおかしいじゃなし、かとし、う気がす石わけです。(庁

解」と呼ぶ者あり)

それから鉄骨、セメント等の量がわかったら・

0議長(石坂勝雄君) 建築課長。

0建築課長(前田雅夫君) 席に戻りますれば資料ございますから(r休憩」と呼ぶ者

あり)後刻御報告申し上げます。(r了解jと呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君〉 高橋通夫君。

030番(高橋通夫君) それから先ほど基礎工事については後日というような話があ

ったけれど、本日でなけりゃ困るわけですけれど、さっき課長から、私の質問に対して後日資料

を出すとか言われたんだけれど、後日でなくて、本日でなけりゃまずいわけだから、その点、ど

うです。

0議長(石坂勝雄君) 建築課長。

0建築課長(前田雅夫君) 青焼きをするわけでございますのでもちろんすぐに発注い

たします。で、本日、間に合いますれば配付をするということで考えております。

O議長(石坂勝雄君) 高橋通夫君。

030番(高橋通夫君) 今後、大きい 一一大小の工事を問わず、議会にはど ういう

質問があっても十分なところで資料を整えて、それで、議会に臨んで、いただきたし、と思うんだけれ

ど……。(rそのとおり」と呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 3点ほどお聞きしたいんですが、まず最初にお聞きしたい。

最初には、先ほど馬場議員からお話がありました。議案の第87についてはジョイント方式を
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とらせた。 88、 89は何がゆえにジョイント方式をとらなかったのか。 90は舞台装置という

ことで、これは私もよくわからなし、。しかし、少なくとも 88と89は日野市にもれっきとした

業者がおります。三多摩にもおります。その理由をまず第 1点明らかにしてほしい。

0議長(石坂勝雄君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 8 7号につきましては各市近隣の市でも市民会館等の取り扱いに

つきましての本体工事というものにつきましてジョイント方式をとってるようでございますし、

先ほど御説明申し上げましたように、普通の学校建築というふうなコンクリート造によるところ

の校舎というふうなハーモニカ形式みたし、な建築じゃございませんで、 ドーム建築でございます

ので高い技術性を要求されるというふうなことで能力増強型という形でのジョイント方式を各市

と同様にとったわけで、ごさ.います。その中におきましては市民会館あるいは文化会館というもの

も建設の実績あるものというふうな形の中で選定し、それから、いろいろな脱税だとか不祥事だ

とか人身事故というもの等のあるものを除いた中で、轍密にやったつもりでございますけれども、

先ほどのような手落ち等も一部あったわけで、非常に遺憾で、ございます。今後にきちんとしてやっ

ていきたし、ということで、 87号につきましては非常にむずかしい工事でございます。そういう

ふうなことで能力増強型のジョイント方式を近隣市でとっているような形式として日野市でも採

用したわけで、ごさ.います。

それから 88号と 89号でございますけれども、これにつきましては専門的な形での、要する

に工事分離発注という形でそれぞれの専門に分けて分離発注したわけでございまして、これにつ

きましては、よその市におきましでも分離発注というふうな形態はとらずに 1社による、要する

に担当というふうなことになっております。日野市におきましでも同様の形をと ったわけで、ござ

います。

それで電気等につきましてはおっしゃるよ うに市内に有力企業広も ございますので、市内の関

連企業の中にもございますし、それから電気工事そのものとして、やはりかたい営業なり工事実

績を持っている会社がございますので、それをジョイントとし、 う形じゃなしに単独指名という形

の中に含めて市内的なことは考慮、してきたつもりでございます。

それから 89号につきましても 88号と同じよ うに市内企業と関連しました会社がございます

ので、それらにつきましてはJBとし、う形じゃございませんけれども、単独参加とい う形で考慮、

したということでJBまで、の考え方は持っておらなかったわけで、ごさ.います。それぞれ 1社専門
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の、要するに優秀企業で担当していただくとし、う考え方に立つての取り計らいでございます。

O議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) よくわからなし、。第一、先日、この市役所のすぐそこに 2坪か 3

坪の小屋をつくった、議員の控え室みたいのを。ところがです、これ、でき上がってみた。どん

なりっぱなのが 600万円もかけるんだから相当りっぱなものができるんだろうと思ったら物置

みたいのがで、きておる。しかもだ、天.下に晴れたる鴻池組がこれをおとりになられた。私は、こ

の理由をお聞きしたところが、この建物は鴻池組がつくられたそうです。だから鴻池組以外には

できないんだと言われました。なるほど、それではそうかもしれない。下の配管や配線がよくわ

からないんです。ところがです、中央公民館の冷暖房工事は決して中央公民館の施工者がやって

おりません、去年。日野の業者がやってます。私は、ときどき思うんですが、理事者というのは

口先でごまかしておけばその場は逃げられます。ということで、議員は忘れっぽし、から忘れちゃう

場合が多い。私なんか特にもう 60過ぎているから忘れっぽい。(rそんなことなし、」と呼ぶ者

あり)しかし、去年ゃったばかりです、この工事はーーことしか。こういうことを考慮に入れ

るならば私はやはり、この工事においてもこの近くの業者の優秀なのもあるんですから当然何ら

かの形で参加させるような工夫があっていいんじゃなかろうか。また何か故障があった、電気工

事に故障があった、広島から来てくれ。中国電力とかし、う、いし、ですか、関東電気工事なんでい

うのはそれは電力、いわゆる役所なんです、これ、一種の。外郭団体、いわゆる日本住宅公団と

か新都市建設公社と同じような種類のものです。東京電力の社員だった人が定年になりますと関

東電気工事の重役さんになるわけです、課長くらいの連中 一一 余り偉くない連中かもしれない

けど、長く現場におられたよ うな方が行かれます。中国電力もそ うなんです。大体入札に電気設

備、もちろん、これ入れちゃいけないとし、う規則はない。ないけどもだ、日野のそこへ橋かけた、

鉄道の上へ。東鉄工業がやります。これは東京鉄道局の子会社であります。だから私どもはこの

ような官僚的な、これ、 電気工事屋さんが工事を行った場合、今後どのよ うなことが起きるかと

いうことは明らかであります。本来の縄張りは関東電気工事がこの関東地方の担当であります。

特に三多摩の場合は多摩電気工事で、あります。これは子会社。完全なる官僚会社。官僚統制とい

うか独占企業の会社であります。

だから私どもは本当に私はやはりこうしみ官僚の会社だけでやらせた場合、まだ鴻池組の場合

はよかったんです、民間会社だから一生懸命直されたと思う。そこで、なぜっけなかったかと聞
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いているんです。 88、 89号議案には一一いいんですよ、富士電機さんが悪いと言っている

んじゃない、 89は。しかし、それにです、もう 1社ジョイントしてやらせたらどうなんです。

なぜなら、いずれは修理だとか何かやる場合には必ずです、小さい業者にお願いするよ うになる

場合が多いんです。小さいとし、う言葉いけませんけど、いわゆる資本金が小さいとか工事量が小

さいとか。だから私はいま申し上げているのは、なぜ 88と89はジョイントにしなかったかと

し、うこと。

それからもう一つは、いま総務部長言いましたけど、中国電気なんてい う場外れの、いわゆる、

こうし、う会社というのは物すごく縄張りが激しいところですから、中国電気工事というのは中国

電力の子会社であります。市長さんが中国ですから、これは大目に見てあげたいんですけれども、

ふるさと意識はし、し、ことです。いいことですがです、恐らく実際にはこの工事は中国電力が行う

電気工事はだれが来てやるんです、一件。どこに三多摩営業所がありますか。いつ東京電力がこ

の会社を日野市へ入札参加願持ってきた。いし、んですよ、前から持ってきちゃいないと思う。関

東電気工事ならわかるんです、東京電力の子会社です、これは。

だから私はそういう点で今後のことも考えて申し上げる。だからジョイントできなければでき

ないなりの方策、今後の対策を考えておかないとならない。よく考えてごらんなさい、東鉄工業

はだ、広島鉄道局の仕事をやりますかーーやらないんです。あたりまえなんです、そんなこと。

そういうふうに決まっているんです。だから、そこで私はこの 1社だけでやられた理由がよくわ

からないんで質問しているんです。もう一回、助役に、教えてください、 この二つはね。

O議長(石坂勝雄君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 非常にむずかしい御質問でございます。それで給排水、 それから

8 8号の電気工事についての問題でございますけれども、中国電気と し、し、ますのは横浜に営業所

がございます。それから東京には支庖があるわけでございます。それで中国電気の東京支庖には

全部で 72名の職員がおりますし、その中の技術者というのは 43名おります。それから工事の

現場の責任者という形で責任施工のできる技術者というのが 43名の中でも 24名もおる、こう

いうふうな状況の中でございます。ですから電気工事の大きな会社というのはそれぞれ電力会社

が 9系統に分かれておるようでございますけれども、だんだん、その地区割り 的なものがだんだ

ん薄れてきているんじゃないだろうか、こういうようなことで東京でも相当強い営業活動をやり、

受注活動をしているというふうな状況の中で電気会社の、要するにランク別の中からわれわれの
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方としましては指名参加もしておりますので指名の中に加えたわけでございます。

それから日野の中にも冷暖房だとか、あるいは電気につきましでも業者がし、らっしゃるわけで

ございますけれども、冷暖房空調設備とってみましでも庁舎の空調設備よりも市民会館の場合の

空調の方ははるかに高い精度のものを要求されるというふうなもののようでございます。交響楽

をやるとか、あるいは、いろいろな演劇をやるというふうな中では音響というもの等も非常にか

かわってくるわけでございます。それから大きな座席を形股するところの構造でございますので、

これについての配電だとか冷暖房空調全部につきましでも高い、要するに技術を要求されますの

で、日野市内におきましていろいろと業者はあるわけでございますけれども、この中にジョイン

ト対象として入れるについては、やはりジョイントとして入れるにしてもちょっと入れがたし、と

いうふうな状況等もありますものですから、それぞれその技術に合った会社の単独指名にした、

こういうことでございます。

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 過ぎてしまったことだからしょうがねえのだろうというのが理事

者側のお考えだと思います。しかし、本来なら半官半民のような電力独占事業、 9電力会社あり

ます、お説のとおり。これの子会社がこの中国電気工事とか近畿電気工事であります。こういう

半役所的な会社と、この中に東電、下にありますけど、岡野電気工事とか沖電気工事とか浜坂電

機工事だとか、いろいろあります、電気。こういうような民間会社と組ませて、組んでいただい

て、それで仕事をするんならわかるんです。とにかく電力会社と電気会社はけんかはできないん

です。お役所なんです。東京電力ににらまれたら電気工事庖というのは成り立たない。東京ガス

ににらまれたらガス会社は成り立たないんです。認可をもらうんです、指定庖とし、う。そうでし

ょう。東京電力ににらまれたら関東地方全体の仕事ができなくなる。そのくらい大変な役所なん

です、これo 役所的なんです。だから、この役所に民間会社も組ませてやらなし也、第一この入

札ごらんなさい。 1回、 2回、 3回、だれが相談したか知らないけど、こうし、う奇跡的に全部最

低だ、中国電気工事が。あたりまえなんです、電力会社から言われたんだ、おれのところへよこ

せってo 言われれば民間会社が反発できますか、一体。お役所の特命にもなっちゃう。できっこ

ないんです、これは。電力会社ににらまれたらえらいことになるo だから、これはどうし、う関係

か知らないけども、 1回も 2回も 3回もこれは奇跡だ。しかも 3回もやっても予定価格に達して

ない。お役所だから高いんだろうと思う。東京、そうでしょう、東鉄工業の仕事は民間の仕事の
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2倍以上する、一般に。しかし、鉄道関係の工事は東鉄工業に頼まなきゃできないんだよ、鉄道

が許可しない。関東電気だって東京電力と同じなんです。(rそうだ」と呼ぶ者あり)だからこ

うなってきて最後まで全然合わなし、。これは、はっきり申し上げておきますが、今後です、この

電気工事の問題はだ、長く尾を引くであろうことを予言しておきます。修理をするにしたって何

にしたって電力の、いわゆる縄張りとし、うのは厳しいんですから。

いま、ジョイントはできなかった。しかし、そうすると、今後、日野の業者の育成はどのよう

な方法でやる気なのか。あるいは多摩の業者でもし、し、です。いまのところは一つも入ってない。

たとえば仲田小学校もそうだった。やはり何かあったときは土地の業者使うんです。都合の悪い

ことだけは。そうでしょう。防災一一・水が、防災だ、災難があった、だれが来てくれます。土

地の建設業者しか来てないでしょ。水道の漏水がある、だれが直すんです。(rだれも来ない」

と呼ぶ者あり)水道の日野の地元の業者がやるんです。だから私はいまこんな広島の方の工事人

に頼んで、しかも役所みたいなところ頼んで今後に大きな禍根を残すようなことがないよ うに何

らかの対策を考えなきゃいけないんです。そのように思うんです。今後の育成関係についてはひ

とつ十分、もし考えがあれば言ってもらいたし、。

0議長(石坂勝雄君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 今度の契約につきましては、工事の実施段階で十分考えていきた

い、こう，思っておるわけでございます。

それから今後の市内業者の育成ということについての御質問でございます。このたびの市民会

館の、要するに受注につきましては、ジョイントというものにつきましては 2色あろ うかと思い

ます。一つは能力増強型ということで今回お願いしたジョイントでございます。もう一つは中小

企業の育成あるいは地元業者の育成ということでございます。それから、この能力増強型にしま

しても中小企業の育成あるいは市内企業の育成にしましでも、要するに受注機会を多くする、あ

るいは一つのものをジョイントベンチャーとし、う形で受注機会を 2つに分けて、あるし、は 3つに

分けてやっていただし要するに工事配分型、こうし、う受注機会の増大、受注機会を多くつく っ

ていくとし、う形で今後は中小企業の育成というものに力点を置いてやってし、く考え方でおるわけ

でございます。

今回は、そうし、う中小企業の育成だとか市内企業の育成とし、う形を相当考えたわけで、ございま

すけれども、何せドーム型の建設ということで、いろいろ技術的な面、要求されるものがござい
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ますので、やむを得ず能力増強型という形の共同企業体を選択せさ.るを得なかったわけで、ござい

ますけれども、今後の工事につきましては東京都の受注機会の増大のための共同企業体に対する

建設工事の発注取扱要綱というものがございます。日野の中では基本的には 1億 5，000万以上

で5億までの範囲内を市内建設業者の JBの一一ジョイントベンチャーの限度というふうな基

本的な姿勢を持っておるわけでございますけれども、これにつきましでも、その工事の態様によ

っては弾力的に考えていくつもりでおりますし、それから、今後多く発注されますところの下水

道につきましては市内業者の技術水準が、下水道については非常に経験のないところもございま

すので、要するに JBじゃなくて工区を分離していくとし、う形での発注方法等屯いろいろとござ

いますので、方法の上でも弾力的に対応していきたし、と，思っておりますし、それから JBの金額

一一工事金額の限度につきましでもその態様によって弾力的に対応していきたい、このように

考えておるわけでございます。

O議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) たとえば、この市役所をつくる場合、市庁舎ですね、鴻池組が請

け負った。そうするとたくさんの下職を使っているはずです。で、下請業者は日野市長の認可を

とっているわけです。鴻池組がAとし、う会社を使う、 Bとし、う下請を使う。それは日野市長の認

可をとってるo ところが、その認可の業者は下職がやらないんです。その孫の孫ぐらいがやって

る場合がある。このことは私は東京都のある検査官から指摘された。それで、きょうはあれです

が、こういうふうな問題、今後、この庁舎は建築された建築したら屋上の石が飛んでる。そんな

のもう設計のミスです、明らかです。石っころが飛ぶような設計する方が悪し、。(rとんだ設計

だ」と呼ぶ者あり)そうなんです。そうし、う設計の大きなミスもある。これは私も知らなかった

んですが、ある人から聞いて、風が吹いたら屋上の石が飛んじゃったから、いま屋上へ上げない

んです。人を上げなくしちゃった。それで石を除いちゃったそうだとし、う、事実、そうかどうか、

上へ上がったことがなし、からわからない。そういうふうなことで、これからの仕事の中では下職

下職としみ、大体自分が余りやらない場合が多いんです、このくらい 20億や 30億の工事とい

うのは。だからもうちょうど金額的にちょっとやりにくい 一ー やりにくいというか、半端な工

事なんです、大手にしてみれば。 50億以上ならまだ操作ができ る。あるいは中堅企業なら 10 

億以下ならやりし市、。ちょうど 25億ぐらいが一番半端な工事。 そういう点で今後私どもはこの

庁舎をつくったときの下職業者が何軒あったかわかりますか。鴻池組が申請してきた業者は何軒
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あったか、何社ぐらいあったか。それはわかります。これは契約で必ずわかるわけだ。もし、わ

かればそれを教えてもらいたい。

0議長(石坂勝雄君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) 手元に資料がございませんし、時間をいただいて調べてみ

たし、と思いますので御理解いただきたし、と思います。( Iわかりました」と呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) じゃ、 3点、最後に御質問しますが、この図面は 58年3月31日

となっております、配付されました青いやっ。これはもう全然変更してないんですね。あるいは、

その後、市民会館建設委員会等でいろいろ審議されたふうに聞いてますけれども、この点はどう

なんですか。これは去年の図面であります。そこのところを教えてもらいたい。

0議長(石坂勝雄君) 建築課長。

0建築課長(前田雅夫君) 実施設計につきましては 57年度の委託事業でございます。

したがって年度末に完了しているということでございます。

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) それはわかるんです。去年の図面ですが、その後、 これは変更は

全然してないんですね。よく委員会等の審議で変更する場合がありますんですが……。 (I変更

してるだろう、課長、ちゃんと言わなきゃだめだよJと呼ぶ者あり)

。議長(石坂勝雄君) 建築課長。

0建築課長(前田雅夫君) 私は 5月に参ったわけで、ごさ.いますけれども、 それ以前の

ことは正確にはわかりませんけれども、私が建築課長になった段階以降、もちろん変更しており

ません。

0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

いや、去年できたとおりやるわけですね、助役、そうですね。こ

の部屋の配置から、(Iはっきりした方がし、し、ぞ、変わってるじゃないか、これ」と呼ぶ者あり)

わからない。われわれはこれをもとにする以外方法なし、。

0議長(石坂勝雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(生野 清君) お答えいたします。

図面のその年月日とは別に、内容につきましては当初から数度変更しております。その当初着
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手したときからでは数度変更しております。

O議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) いや、私が聞いているのは、この図面が正しいのか、正しくない

のか聞いてるだけです。変更したなら、ここは変更してますと教えてもらわなきゃ困る。われわ

れは市民にこれを見せるわけだろう。

0議長(石坂勝雄君) 建築課長。

0建築課長(前田雅夫君) お配りした図面で発注をするわけでございます。

O議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) そうすると、この図面で全く変更してない、こういうことですね。

よろしいんだ。どっちか、はっきり返事を してもらいたい。

O議長(石坂勝雄君) 建築課長。

0建築課長(前田雅夫君) そのとおりでございます。( Iおれは委員じゃなし、からわ

からない」と呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

018番 (古賀俊昭君) 多くの市民が待ち望んでおりました市民会館の建設が今回ス

ター 卜するわけでありますので、いま何人かの議員の方から質問がありましたが、多少重複する

かもわかりませんが、数点お聞きしたし、と思います。

いま御指摘があったように、地元の関係業者、いわゆる建築、設備関係の業者というものが今

日1指名に入っていないということで地元業者の育成ということがかねがね言われておりますが、

今回 25億以上 一一約 26億のこれだけの工事で地元の、いわゆる中小業者を育成していくた

めの一つの契機としてこの工事が生かされていないとい うふうに言わさ.るを得ないわけでありま

す。

市長は、重点公約として選挙のときに地元中小企業の優先の発注ということを掲げておられま

した。今回のこの市民会館の工事については、この市長の重点公約は生かされていないというこ

とで間違いございませんか。その点をまず質問したし、と思います。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 公共事業はもちろん公正な手続によ って発注をされ、また、

なるべく低廉で成果の高い、こ ういうことが、こうし、う仕事の発注の仕方をあわせて原則になる
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と思っております。そして地元企業の育成ということは一面にまた別次元の問題で、もあると思っ

ております。つまり能力に応じ、また発注工事のそれぞれの工事の性質によってなるべくいわゆ

る育成としづ施策があわせて役立つ、機能する、こういうふうに考えるべきだと，思っております。

したがって市民の財産として将来長期に、しかも長期に使われ、また高額な工事で、ありますから、

なるべく能力の高い、責任の託せるところにやらせたい、こういうことはまた当然貫かれるべき

一つの原則だと思っております。

したがって、今回の市民会館工事が地元にどのような、地元の業者とどのよ うな関連を持つか、

せっかくの工事でありますから、可能な限り地元の、また内部的な部分請負というようなことが

あるとすればそのようなある程度の指導もいたしたい、こんなよ うに思っておりますが、この工

事一一この市民会館工事を通じて大きくこのような大工事が責任を持ってやれるだけの、また、

そこまで到達しない人たちには別の方法で、育成をする、このように考えておりますので、大きな

原則が二つ、三つ並ぶわけであります。そのように御理解いただきたし、。決して地元の業者を冷

遇するとかし、う気持はござし、ませんし、今後、その能力に応じてまだまだ公共事業たくさんある

というふうに予想されますので、そのような指導、育成をやりたい、このよ うに考えます。

0議長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 確かに、りっぱな長く使える市民の財産でありますのでそう

いう面の配慮からの工事発注ということは当然でありますが、この請け負った企業が、いま、先

ほども議論がありましたが、直接やるもの、また下請等に出していくものもあるわけであります。

その段階で地元の業者の間接的な参画とし、うことも考えられるわけですが、その点になってきま

すと、やはり市の方の指導、また市の方からの助言とい うものが具体的になくてはなかなか市内

の中小企業業者の参加ということは期待できない、そのよ うに考えられるわけです。

具体的に市長の重点公約なんです。地元の中小企業を優先して発注する、こ ういうふうに高々

と掲げておやりになったんで、すから、具体的に地元の業者について、この市民会館のこの大きな

事業、こうし、う事業に参加することによって、また育成もされてし、く、優秀な企業として育って

もし、くわけですから、そのよ うな機会をこの市民会館の工事に当たっても市の方は考慮、すべきで

はなし、かと思うわけです。具体的にどのような指導等対応をしていかれるか。抽象的にいま市長

お答えになったんで、すが、もう少し深みのある御回答をお願いしたし、と思います。

0議長(石坂勝雄君) 市長。
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0市長(森田喜美男君) 公共事業というものは、よく政府でも景気浮揚の手段として

前だおしで取り組むとか、いろいろな政策的な効果を持つことを意味しておると思います。そう

して、ずっと前の工事というものは一地域で工事の事業が始まりますと米屋から酒屋から雑貨屋

まで潤うとし、う効果があったわけで、あります。私も冗談の一一多少冗談も含めてですが、日野

市で発注する、つまり支払いをする金額は市内を四、五回もめぐりめぐって、そうして十分な潤

う効果を発揮さIせたい、こんなふうには，思っておりますが、いまはなかなか特に大企業となりま

すと機械化されまして労働者 1人 1人を就業の機会にさせるというような効果はないというふう

に言わざるを得ませんo そうし、う意味ではありますけど、せめて日野市内で支払うお金は日野市

内になるべく潤う、こうい うことは一番われわれの望むところでござし、ますので、どうすればそ

ういうふ うになっていくかということはなかなかちょっと見定めかねますけれども、考え方とし

てはそのような考えで、望みたい、このように，思っております。

0議長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 私が求めた回答ではないような気がするんです。つまり地元

の中小企業、いわゆる、この工事に関連する地元の会社はこの市民会館の建設に当たって下請、

また、その下もあるでしょうが、具体的に参加をするような道というのはこの鴻池がっくりまし

た市民会館の場合もそうであったようでありますので一一ーこの市庁舎の場合もそうであったよ

うでありますので、どのように対応してし、かれるかということをお聞きしたんです。その点をち

ょっとお答えを願し、たし、と思います。下請使わないというんだったらどうし、う御指導…・・。

0議長(石坂勝雄君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

5 2年にこの市庁舎が完成しておるわけでございますけれども、

その際にもやはり 4つのゼネコンとい うことではなしに、 4つの分離発注をいたしておるわけで

ございまして、その際の市の考え方としましでも市内業者をできる範囲で工事の中に参加させて

いくというふうな配慮をしておるわけでございます。今回につきましでも、要するに一つの会社

が大事業が系列化された企業だけを使っていくということではなしに、市内の、要するにそ うい

う業者も十分考慮に入れて使っていくというふうな、できるだけの指導はしていきたし、とい うふ

うに，思っております。

0議長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 市内の業者もできるだけ使っていきたいという、いま、お話
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がありましたので、ぜひ、その点の配慮をお願いしておきたし、と思います。

それから、この電気設備工事の入札についてちょっとお聞きをしたいと思います。これだけが

随意契約ということになっております。中国電気工事株式会社が受注をしたということになって

おりますが、この工事、日野市の工事請負契約に関する要綱によりますと、随意契約というもの

を結ぶ場合、つまり随意の交渉を行って契約を結ぶ。その場合の再入札の規定が第5条というと

ころに書いてございます。原則として 4回を限度とし行うということで、これは入札 3因。なぜ、

この 5条の規定どおり 3回で ー一一 4回やらなかったのか。 3回で終わったのか、それをひとつ

お聞きをしたいと思います。( iそうだ」と呼ぶ者あり)

それから、 4回で予定価格との聞きがある場合、 5%以内と 5%以上の場合と 2通りの対応の

仕方がその次に書かれてし、るわけです。 5%以内であったために入札を続行する道もあったんで、

すが、それを行わずに随意交渉で随意契約をしたということになっております。 5%以内の場合

には 2つの方法をとりなさいということ、 2つの方法があるからいずれかをとれというふうにこ

の5条は規定しであるんですが、なぜ入札を続行せずに随意契約の方を選んだのか、その理由を

ひとつお聞かせをいただきたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 入札の回数の件でございますけれども、私どもの方では工

事の請負に関する基準というものを 57年の 5月 1日で改正しております。それで、その中で第

7といたしまして、 「入札は原則として 2回を限度として、 2回目予定価格との聞きが 5%以上

の場合は入札を打ち切り、再指名による入札を改めて行い、 5%以内であればさらに入札を続行

するか随意交渉を行う」こうし、う規定を前提に踏まえまして 3回入札いたしまして、それで随意

交渉した、こうし、う結果でございます。以上でございます。

0議長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) それでは日野市の要綱集に出ております工事の請負契約に関

する要綱というのは、これは私が見ております 5条では原則として 4固というふうに書いてある

んですが、これは改正されて古いものということになりますか。 一一ーそうですか、わかりま

した。

それから、じゃあ最後に幾つかもう 2点ばかりお聞きしたいんですが、この契約の相手方、広

島市西区上天満町 1-5となっておりますが、この住所、間違いございませんか。
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0議長(石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) この契約の相手方につきましては金額が議決案件というこ

とで本社契約になっておるわけでございます。そうしますと広島の方に本社がございますので、

契約の相手方といたしましては広島の本社と、本社の代表取締役と契約を結ぶ、こういうことで

ござし、ます。

O議長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 私が調べましたら、この住所、違っているように思うんです。

1番 5号じゃないと思うんですが、これ、間違い、これが正しいんですか。(rまた始まった」

と呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) 助役。

0助役(赤松行雄君) もらってございます東京支店次長の名刺ですと、本社は西区上天

満町 1番の 15号。番地は 15号、名刺の方は 15号でございます。確認させていただきたし、と

思います。 15号と 5号の違いが出てくるわけでございます。( i高木歯医者と中央公民館ぐら

い違う」と呼ぶ者あり)(笑戸)

0議長(石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) まことに申しわけございません。もう 1回第88号の契約

の相手方の住所でございますけれども、御訂正申し上げますので、よろしくお願いしたし、と思い

ます。

広島県広島市西区上天満町 1番 15号 中国電気工事株式会社代表取締役矢田員俊也でご

ざし、ます。申しわけござし、ませんけど、そのように御訂正をお願い申し上げます。

0議長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) ちゃんと契約の相手方、こうし、う契約書を取り交わす場合は

住所というのが間違っていると後で何かにも大変なことになると思いますので、きちんとやって

いただきたし、と思います。

いま総務部長、この住所をお読みになるときに西区上天マン町とお読みになったんで、すが、正

式には上天マ町と読むんだそうですから、あわせて申し上げておきます。

それから最後に市長にお聞きをしますが、大変日野市から遠く離れた広島市に本社がある会社

とこの契約がなされているわけですが、この中国電気工事株式会社に市長の、いわゆる縁続きの
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方、親類縁者の方はいらっしゃるかどうか、ひとつお聞かせをいただきたいと思し、ます。

O議長(石坂勝雄 君) 市長。

0市長(森田喜美 男君) いろいろ御懸念いただいて恐縮でございます。

私は業者選定の委員会に余り事前の関与ということは慎んでおるわけでごさいまして、そして、

いま、先ほどの発言の中に中国電気一一電気につきましては多少私も大抵そのトップでという

か、 トップというよりも 1回で落札するのが何回か繰り返された。どういうことであろうか。ま

た、ちょっと初めの額も高かったものですから少々疑問を持ちました。そこで多少調べてみまし

たが、たまたま中国に所在する、中国とし、し、ますかね、広島県に所在する会社であるということ

もそのとき承知いたしました。落札者としてそういうところをやったということなんですが、別

段、先ほどにも私の出身が中園地方であるからとか、あるいは、いま御心配いただいております、

だれか身内はいないかとし、う御懸念につきましては全く無関係であり、また意，思の関係はござい

ませんので、そのように私の意図の全く届かないこと御承知していただきたし、と思います。

0議長(石坂勝雄 君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君 ) 市長はいま中国電気工事株式会社には、いわゆる親戚の方と

か縁続きの方はいらっしゃらないとお答えになったと私は受け取りました。終わります。(笑声)

滝瀬敏朗君。0議長(石坂勝雄 君)

029番 ( 滝 瀬 敏 朗君) 私は総務委員でございますが、大変失礼ですけれども、 1点

だけ確認をさせていただきたし、と思います。

市民会館の給排水一一排水の問題でありますが、これは特に工事請負契約についての御質問

じゃなくて、それに関連したところでお許しを願いたし、と思うんですが、実はこの庁舎を建設を

いたしたときに、いわゆる東部地域の自治会 一一自治会長さんを初め、自治会の皆さんから陳

情が市長の方へ出ております。向こうの東部地域に流さないでいただきたい、この排水を流さな

いでいただきたい、こういうふうな陳情が出たわけであります。そのときに、昭和55年一一

定かじゃないんですが、 55年か 56年までには東町の方へ排水は抜いていくんだ、こういう約

束を取りつけてあります。(iそのとおり」と呼ぶ者あり)これは市長も記憶に新しいことであ

りますからお忘れになってないと思うんですけれども、昭和 60年に市民会館が建設をされる、

こういうときに、それと同時にその排水は東町ヘ抜くべきではないか、こういうふうなお考えで

進めているかどうか、その点を確認をしておきます。
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0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) この神明の高台に市庁舎並びに市民会館を用地として定めた

とし、う、当時、いわゆる下流の東部の地域の方からいろいろ御指摘をいただき、当時の考え方に

基づいてお約束をいたした記憶を十分記憶しております。記憶はもう忘れたことはござし、ません。

そして、その後、いわゆる東町の方面に樋管の工事を行い、明らかにこの高台の排水はあちらに

仕向けるということを具体的に認めていただきました。その時点で、何年とし、う当時の希望的な考

え方がござし、ましたが、このことについても御了解をいただいておる、こういうことでございま

す。そうしてもちろんこの雨水並びに汚水の系統というのはどうしても下流方面に流れるわけで

ありますから、この庁舎の場合にもそうでございましたが、いわゆる中水道の考え方を採用いた

しまして、なるべく、この建物の範囲で処理水を再利用する、そして最終的に放流する水の量を

きわめてきれいなものにして、また量も少なくする、こういうことを現実の設計の中でも行って

おります。

なお、そのことにつきましては一層迷惑をかけないとしづ前提を考え方の基にしなければなら

ないと，思っておりますので、十分注意をいたしていきたい、このようにお答えをする次第であり

ます。

0議長(石坂勝雄君) 滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君) 市長の考え方は、私は先ほど 60年度までに市民会館が建て

られると同時に東町へ抜く排水もつくるべきである、こういうふうに申し上げたわけで、すけれど

も、その辺をお聞かせ願いたし、。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) つくるべきであるとし、う御意見には全く同感でございます。

たまたま御承知のとおりの 2・2・10都市計画道路、都道でもございまして、ただし、ま、この

道路は事業決定をされ買収交渉が進んでおる、こうし、う状況であります。これが促進されること

が、また促進されることが排水管布設の前提条件にもなりますので十分そちらにもお願いをいた

しまして極力年次の早まることを、早まるようにお願いもし、また、そのようなわれわれも努力

を重ねていきたい、このようにお答えをさせていただきます。(i了解」と呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) 滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君) 大体わかりました。
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1，000名からの人を集める、こういうふうな中で排水の量というものも大変多くなってくる

というふうにも考えられますし、市の努力によって根川もある程度改修をされてまいりました。

しかしながら、まだ、この排水問題につきましてはこの中央高速道路の側道ぶち、第一日野万あ

たりは大変迷惑をこうむる事態が多いわけであります。そういうことから考えますとどうしても

先ほど申し上げましたよ うに排水系統というものは 5億数千万のお金をかけまして、空調も含め

てでありますが、りっぱな排水がで、きると思いますけれども、特に便所の排水でありますから、

これは完全な処理というようなわけにはいかないと思います。そういう面では即刻そちらの方に

流すようなことで進めていただきたし、ということを特にお願いをしておきます。終わります。(1ち

ょっと、関連」と呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) いまのことなんですが、私の意見はっきり言っておきます。公共

下水道をつくらない限り東町へも排水させませんo これだけはっきり申し上げておきます。

次に、もちろん私の意思ですから、多摩川へ汚い水を流されちゃ困る。公共下水道をつくらに

やし、かん。で、その問題で関連して申し上げておきますが、汚水の雑排水は排水設備で既設の汚

水処理施設を使うんだ。で、なお、それの一部は再使用する、こうい うように書いてあります。

具体的にはどのようにされるのか。既設の設備はどのくらいの能力であるのか。で、どの辺まで

できるのか。 BODでも何でもし、し、ですよ、 SSでも結構ですが、目標だけはっきり示しておい

てもらいたい。これが八坂神社のところへ出る。南裏のいわゆる上ぜき用水へ入ってくるわけな

んです。その一番臭いのが下町です。私の部落なんです。物すごいんですよ、 1回見てごらんな

さい。細かし、ハエが、もう目をあけてちゃいられない。家の中へ入ってくる、どうっと。これは

現実にそこへ住んでみなきゃわからない。市長さんところは高台で、旭が丘はいい。しかし、と

にかく見てごらんなさい、 1回。そうし、う意味で私はいまちょっとそれで質問するわけです、こ

の問題で。答えてください。

O議長(石坂勝雄君) 建築課長。

0建築課長(前田雅夫君) 市民会館と庁舎を合わせまして 1日の処理量が 150トン

の予定でございます。これは現在市民会館一一現在のこの庁舎も 3次処理をしております。

この実績を簡単に申し上げますと、 BODで 1から 3、CODで最高 7でございます。したが

って市民会館の水を入れますと、さっき言いましたような日量 150、そのうち約 55%を中間
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水として市民会館及び庁舎の再利用をするということになっております。したがって、その残り

が放流をされるということでございます。

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) いま言うと 150トン設備なんです。現在は何トンを排水されて

いるんですか。市民会館としちゃ何トンo 1 5 0トンの内訳ですね。実際はどうなの。もちろん

150トンはな'いと思う。せいぜい 50トンぐらいじゃなきゃ、ちゃんとし、し、水は出ませんから。

そこのところをちょっと……。

0議長(石坂勝雄君) 建築課長。

0建築課長(前田雅夫君) お答えいたします。

現在、庁舎の排水の実績が、処理量が 63トンでございます。 63立米でございます。 日量

6 3立米。そのうち中水として使っておりますのが 43%の 21. 6立米でございます。残り

が上水ということになるわけでございます。( iちょっとし、し、ですか」と呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) そうすると、いま大体この中水で、使っているのは便所や何かみん

なそれを使っている、どういうところへ使われているのか、ちょっと…・・0

0議長(石坂勝雄君) 建築課長。

0建築課長(前田雅夫君) お答えいたします。

便所でございます。便所の、いわゆる水洗便所の洗浄水として使用しているということでござ

います。

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) で、この市民会館が 1，20 0人ですか、小ホール使うと 1，500

人ぐらい入るわけですが、大体最大使用量何トン〈に見てますか。

O議長(石坂勝雄君) 建築課長。

0建築課長(前田雅夫君) お答えいたします。

一応、これは処理人数とか量の計算は、いわゆる JIS規格を用いまして現在行っております。

これによりますと、市民会館だけで申し上げますと 61立米あります。 61立方メートルでござ

います。そうしますと合わせますと 12 4になります。それに安全値を約2割もちまして1.2を

掛けますと 150になるということでございます。(r了解」と呼ぶ者あり)
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0議長(石坂勝雄君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終結

いたします。

本 4件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第87号、日野市民会館(仮称)建築工事請負契約の締

結、議案第88号、日野市民会館(仮称)電気設備工事請負契約の締結、議案第89号、日野市

民会館(仮称)給排水衛生、空気調和設備工事請負契約の締結、議案第 90号、 日野市民会館

(仮称)舞台設備工事請負契約の締結の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたし、と思いますが、これに御異議ありま

せんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よ って暫時休憩いたします。

0議長(石坂勝雄君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

午後零時 50分休憩

午後 4時 21分再開

審査報告に入る前に、建築課長より発言したい旨の申し出がありますので、これを許します。

O建築課長(前田雅夫君) 午前中に机上配付いたしました市民会館の平面図の見方で

ございますけれども、先ほど説明をいたしませんでしたので一部留意事項を申し上げます。

この図面は原図を縮小してマイラーをとりまして焼いたものでございます。したがって、図面

の右下に四角い枠で工事件名とか判この押したものがございます。その枠の上に Sイコールとい

う、 100とか 200とか書いてございます。これは縮尺をあらわしてございまして、先ほど申

し上げましたように縮小したものでござし、ますのでこのスケールは合いませんので、そのような

見方をしていただきたし、と思います。

続きまして、先ほど高橋議員さんの方から御質問ございまして答弁を保留した事項をお答えい

たします。

まず地質調査の内容でござし、ますけれども、深さ 20メートルまで調査をしてございます。
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概略申し上げますと約 12メートルまで関東ローム層でございます。それから 17メーター50

ぐらいまでが粘土質の砂れき層でございます。その下は固結シルトとし、う土質でございます。し

たがし、まして、くいの地耐力が出る地点といいますのは粘土質の砂れき層。深さで申し上げます

と12メートルから 17メーター 50の層が、いわゆる地耐力が出るわけでございます。したが

って、くいの深さは 13メートルの地点まで到達をさせるというものでございます。で、くいの

内容でございますけれども、 PHCパイルと称する既製くやし、でございます。直径が 500ミリの

長さ 10メートルのものを 215本。直径 600ミリ、延長が 10メーター、 10 6本。同じく

600ミリの長さが 13メートルを 12 1本。合計442本打ち込むということでございます。

ちょっと説明いたしますと地耐力が 13メ}ターと申し上げまして、くいを 10メーターのくい

でございます。これは当然現在の地盤から作業をいたしまして、地下 1階の部分がくいを切るわ

けでございます。したがって、 10メートルのくいでもこの地耐力がある地点に届くというもの

でございます。

次に鉄筋、鉄骨の総量並びに生コンクリートの総量はどのくらし、かということでございますが、

鉄筋、鉄骨の総量は 1，32 1トンでござし、ます。生コンクリートにつきましては 7，79 0立方メ

ートルでございます。以上でござし、ます。

0議長(石坂勝雄君) 審査報告に入ります。これより議案第 87号、日野市民会館(仮

称)建築工事請負契約の締結、議案第88号、日野市民会館(仮称)電気設備工事請負契約の締

結、議案第89号、日野市民会館(仮称)給排水衛生、空気調和設備工事請負契約の締結、議案

第90号、日野市民会館(仮称)舞台設備工事請負契約の締結の件を一括議題といたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

0総務委員長(黒川重憲君) それでは総務委員会の審査報告を申し上げます。

議案第87号、日野市民会館(仮称)建築工事請負契約の締結についてでございます。 13億

800万にて大林・村本建設共同企業体が落札をしたものでございます。

議案第88号は電気設備工事請負契約の締結でございますが、中国電気工事株式会社が 3度の
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入札によりまして落札者なきため、最低価格者のこの中国電気工事株式会社と随意契約を 2億

7，7 0 0万にてしたものでござし、ます。

8 9号は給排水衛生、空気調和設備工事請負契約の締結でございます。 5億 5，3 0 0万にて富

士電機総設株式会社が落札をしたものでございます。

また議案第 90号は舞台設備工事請負契約の締結でございます。 2億 6，980万にて森平舞台

機構株式会社が落札をしました。

総務委員会の中でいろいろな質疑がございました。フジタ工業の問題につきましては今後十分

に注意をされたい。あるいは東部地域への排水対策は万全にしてほしし、。また指名業者の選定の

仕方はどのように行っておるのか等々の数多くの質疑がなされたわけで、ございますが、慎重審議

の結果、全会一致可決といたしました。よろしく御審議をお願い申し上げます。

0議長(石坂勝雄君) これより質疑に入ります。なければこれをも って質疑を終結いた

します。

本 4件について御意見があれば承ります。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) いま、先ほど審議の中でいろいろ申し上げましたが、私は議案の

4つの中で 88号議案には反対であります。理由は先ほど申し上げましたよ うに、このよ うな官

僚というか、独占企業の下請会社が工事を行う、しかも距離の非常に遠い、しかも実際には工事

を現実に行い得る設備や人員を持たない会社であります。はっきり言えば監督会社というか、名

義 一ーたった東京支社には七十数名しかいないというふ うな会社であります。今後のこともご

ざし、ますが、ひとつ、この第88号については反対であります。

あとの 3件については地元の業者あるいはまた今後行うであろうところの地域の業者の育成を

図って工事を進めてもらいたいとし、う意見だけ申し上げておきます。以上です。

O議長(石坂勝雄君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終結

いたします。

これより採決に入りますが、議案第88号、日野市民会館(仮称)電気設備工事請負契約の締結

についてはご異議がございますので先に挙手採決をいたします。

本件に対する委員長報告は原案可決であります。

本件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕
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0議長(石坂勝雄君) 挙手多数であります。よって議案第88号、日野市民会館(仮称)

電気設備工事請負契約の締結の件は、原案のとおり可決されました。

これより 議案第87号 日野市民会館(仮称)建築工事請負契約の締結

議案第89号 日野市民会館(仮称)給排水衛生、空気調和設備工事請負契約の締結

議案第 90号 日野市民会館(仮称)舞台設備工事請負契約の締結

について採択しイたします。

本3件に対する委員長報告は原案可決であります。

本 3件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって議案第87号、日野市民会館

(仮称)建築工事請負契約の締結、議案第89号、日野市民会館(仮称)給排水衛生、空気調和

設備工事請負契約の締結、議案第90号、日野市民会館(仮称)舞台設備工事請負契約の締結の

件は、原案のとおり可決されました。

本日の日程はすべて終わりました。

これをもって昭和58年第5回日野市議会臨時会を閉会いたします。

午後4時 31分閉会
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